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皆
さ
ん
の
住
宅
は
、
地
震
に
対

し
て
十
分
な
耐
震
性
が
保
た
れ
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。

一
見
、
頑
丈
そ
う
な
住
宅
で
あ

っ
て
も
大
地
震
に
よ
る
被
害
は
防

ぎ
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
対
策

が
正
し
け
れ
ば
、
被
害
を
軽
減
す

る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

こ
の
た
び
、
新
十
津
川
町
は
、

住
宅
の
耐
震
診
断
と
、
診
断
の
結

果
、
安
全
な
構
造
に
す
る
た
め
の

改
修
工
事
、
断
熱
性
能
を
高
め
る

た
め
の
改
修
工
事
を
対
象
に
、
そ

の
費
用
を
助
成
す
る
「
安
心
す
ま

い
る
助
成
事
業
」
を
は
じ
め
ま
し

た
。こ

の
事
業
に
よ
る
耐
震
改
修
は
、

震
度
５
強
の
中
地
震
に
対
し
て
は
、

ほ
と
ん
ど
損
傷
を
生
じ
ず
、
震
度

６
強
の
大
地
震
に
対
し
て
は
、
人

命
に
危
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
倒
壊

な
ど
の
被
害
を
生
じ
な
い
こ
と
を

目
安
に
国
が
定
め
た
基
準
を
上
回

る
よ
う
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
国
の
計
画
で
は
、
住
宅

や
多
数
の
人
が
利
用
す
る
建
築
物

の
耐
震
化
率
を
平
成

年
度
ま
で

27

に
９
割
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
事
業
の
実
施
期
間
は
平
成

年
24

４
月
１
日
か
ら
平
成

年
３
月

28

31

日
ま
で
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
限
り
あ
る
燃
料
資
源
を

大
切
に
す
る
た
め
、
省
エ
ネ
改
修

工
事
を
単
独
で
実
施
す
る
こ
と
も

可
能
と
し
て
い
ま
す
。

震
度
５
強
の
地
震
が
い
つ
起
こ

っ
て
も
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
安

全
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、
こ
の
機
会

を
活
用
し
て
、
住
宅
の
耐
震
診
断

を
実
施
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

助
成
対
象
者

○
町
内
の
事
業
者
に
発
注
す
る
方

○
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

対
象
住
宅

所
有
者
が
居
住
し
て

い
る
住
宅
、
ま
た
は
、
工
事
後

す
ぐ
に
居
住
す
る
住
宅

地
震
に
備
え
て
安
全
・
安
心

「「「「「「「「「「「「「「
安安安安安安安安安安安安安安
心心心心心心心心心心心心心心
すすすすすすすすすすすすすす
まままままままままままままま
いいいいいいいいいいいいいい
るるるるるるるるるるるるるる
助助助助助助助助助助助助助助
成成成成成成成成成成成成成成
事事事事事事事事事事事事事事
業業業業業業業業業業業業業業

「
安
心
す
ま
い
る
助
成
事
業
」」」」」」」」」」」」」」」
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○対象住宅

助成金額工事の内容対象物件助成区分

診断費用の２/３

上限額４万円

地震に対する安全性について、

国土交通省が定める基準によ

り診断し、その結果を評価する

内容のもので、建築士事務所に

所属する建築士が行ったもの

〇戸建て住宅、長屋、併用住宅

（店舗などが２分の１未満の

もの）、共同住宅

〇建築基準法その他関係法令

に違反していないこと

〇既存の住宅（新築は対象外）

耐 震 診 断

改修工事費用の１/５

上限額75万円

耐震診断の結果により、地震に

よる倒壊の危険性があると判

断された住宅について、安全な

構造になるように改修する工

事

※耐震改修工事では耐震診断

を行った結果と耐震改修計

画（設計）が必要です。

〇戸建て住宅、長屋、併用住宅

（店舗などが２分の１未満の

もの）、共同住宅

〇建築基準法その他関係法令

に違反していないこと

〇昭和56年５月31日以前に着

工した住宅

耐 震 改 修 工 事

改修工事費用の１/５

上限額30万円

省エネ化のための断熱改修工

事で、断熱性能の高い資材また

は規格を用いて行う窓改修工

事および外壁、屋根、天井、床

の断熱改修工事

※工事費が50万円以上のもの

が対象です。

〇戸建て住宅、長屋、併用住宅

（店舗などが２分の１未満の

もの）、共同住宅

〇建築基準法その他関係法令

に違反していないこと

〇既存の住宅（新築は対象外）

省エネ改修工事

（単位：円）○助成金額の計算例

上限額
助成金額

（上限額以下）
補助率対象工事費助成区分

≦ 40,00040,000×2/3＝60,000
耐 震 診 断

≦ 40,00046,000 40,000×2/3＝70,000

≦ 750,000750,000×1/5＝3,750,000
耐 震 改 修 工 事

≦ 750,000800,000 750,000×1/5＝4,000,000

工事費が500,000円以下のため、対象になりません。490,000
省エネ改修工事

≦ 300,000300,000×1/5＝1,500,000


